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本日の話の流れ 

• 自分のこと・・・看護師として、 
　　　　　　　　　労働組合の役員として 
• 現場のこと・・・医療現場、看護現場　 
• 課題について一緒に考えましょう！！　　 



自分自身のこと 



看護師として、労働組合の役員として 

• なぜ、私がここに立って話をしているのか？ 

　＊23歳で看護師として就職 
　＊就職して、4か月で労働組合の執行部になる。 
　＊それから○○年ず～と看護師と組合活動の両 
　　方を続けている。 
　＊まだ夢が叶っていない。 



わたしの夢は・・・ 

★看護師にも 
　　　人間らしい生活を！！ 
★定年まで生き活きと 
　　働き続けられる 
　　　労働環境を！！	 



この夢は、国民の利益にもなる！ 



　何故、 
夢は叶わないの？	 



医療と看護現場の実態について 



地域医療崩壊
へ	

　　看護職場を取り巻く状勢の変化と将来の看護職場への危惧	

　 　 　第二次臨時行政調査会による｢行政改革に関する第 3 次答申｣
(1981年)「社会保険旬報」に掲載された「医療費亡国論」(1983年)	

何とかバランスを保っていた	

20年以上に及ぶ歪みの蓄積	

医療訴訟の増加	

診療報酬ﾏｲﾅｽ改定	

勤務医の不足	

看護師の不足	

　ついに、バランスは崩れた！	
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労働者の労務強化により、
成り立っていた要素が多
かったのでは？	
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1981年以後の現金給与総額指数、消費者物価指数、診療報酬改定率の推移	 



❒2大起因が負の連鎖･循環を 
　　　　　　　　　	 引き起こしている！	 



診療報酬点数	 12 



医療事故の刑事訴訟	 13 



18年の歳月を経ても、一向に改善されない！	
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この様な状況下で、	
人材確保競争に勝ち	
将来に必要な	
「看護力」を	

確保できるか？？	

しかし・・・	

なぜ？看護師については	
問題視されないのか？	

各産業分野での後継者育
成のために、人材争奪戦が
繰り広げられることが想定	

本格的な少子高齢化社会の到来	

高齢化社会の到来に対応
できる「看護力」の確保は喫
緊の課題！	

その反面	





　　今、始ったことではない！！ 
• 看護師の労働は昔から過酷。 
• 時代と共に、医療の高度化、複雑化に伴い、 
　求められる看護の量、質とも高まった。 
• しかし、看護師の絶対数はなかなか増えない。 
• 夜勤労働の軽減が進まないどころか悪化。 
• ストレスの増加。　　　精神障害が増えている 
　　＊医療事故、過誤。看護ミスへの訴訟の増加 
　　＊看護師への暴力・暴言の増加 
　　＊言われなきクレーム 
　　＊看護師は感情労働者 



　　　離職が後を絶たない 

• 離職率　病院勤務の全常勤看護職12.3％	 
　　　　　　　　　　　新卒看護職9.3％	 
（日本看護協会2006年病院における看護職員需給状況調査）	 
• ５５～66万人が潜在看護師	 
• 離職した看護師は何処へ？	 







課題について 
　　　　一緒に考えましょう！！ 
• 新自由主義による政治・政策による弱者切捨て 
• 健康は権利ではなく義務化され、自己責任、自
己負担の強化の医療政策 

• 医師・看護師不足 
• 医療をインフラ政策に 
• 誰もが幸せな社会づくり 
• やさしさを取り戻す 



どうすれば、夢は叶うのか？ 
• 医療現場の実態、看護職場の実態をもっと知っ
てもらう運動をしていく。 
　　＊今日の講義もそのひとつ 
　　＊市民（国民）と常日頃から語り合う 
　　＊市民運動を拡げていく 
　　＊労働運動の拡大（連合の重要課題に） 
　　＊看護職能団体（日本看護協会）等との協働 
　　＊等など 
・労働組合の組織強化	 



夢から本当に大切なことへの転換 

大切なことって？	 



憲法25条を守ろう！！	 



憲法25条 
　日本国憲法 第25条は、日本国憲法第3章にあり、社会権のひとつ　 

　　である生存権と、国の社会的使命について規定している。 

• すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生
活を営む権利を有する。 

• 国は、すべての生活部面について、社会福祉、
社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めな
ければならない。	 	 



社会保障費抑制策を止めよう！！ 
• 医療費亡国論から始まった医療費抑制策は間違い。 
• 医療費抑制策が続く限り、国民の健康、医療は 
　守れない。 
• 富めるものだけしか、よい医療をうけられない。 
• 長生きが悪になる。 

• 社会保障費の財源確保。 
• 何に、どの配分でいつから税金を使うか、国民合意
形成のための議論を真剣にはじめよう。 




